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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脂肪含量が２．０質量％以下の発酵乳を製造する方法であって、
　脂肪分を含む原料（Ａ）と脂肪分を含まない原料（Ｂ）とを混合して混合原料（Ｃ）を
得る混合工程と、
　混合工程に先立ち、原料（Ａ）のみを均質化する均質化工程と、
　混合工程の後に、混合原料（Ｃ）を殺菌する後殺菌工程と、
　後殺菌工程の後に、混合原料（Ｃ）にスターター（Ｄ）を添加して脂肪含量が０．３質
量％以上２．０質量％以下である発酵原料（Ｅ）を得て、これを発酵させる発酵工程を備
え、
　前記原料（Ａ）の脂肪含量が０．６～９．２質量％であり、
　発酵原料（Ｅ）に含有される蛋白質量に占める、原料（Ａ）由来の蛋白質量の割合が、
５０質量％以下であり、
　前記均質化工程において、前記原料（Ａ）を１０～２０ＭＰａで均質化することを特徴
とする発酵乳の製造方法。
【請求項２】
　脂肪含量が２．０質量％以下の発酵乳を製造する方法であって、
　脂肪分を含む原料（Ａ）と脂肪分を含まない原料（Ｂ）とを混合して混合原料（Ｃ）を
得る混合工程と、
　混合工程に先立ち、原料（Ａ）のみを均質化する均質化工程と、
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　混合工程に先立ち、均質化工程後の原料（Ａ）と、原料（Ｂ）を、各々殺菌する前殺菌
工程と、
　混合工程の後に、混合原料（Ｃ）にスターター（Ｄ）を添加して脂肪含量が０．３質量
％以上２．０質量％以下である発酵原料（Ｅ）を得て、これを発酵させる発酵工程を備え
、
　前記原料（Ａ）の脂肪含量が０．６～９．２質量％であり、
　発酵原料（Ｅ）に含有される蛋白質量に占める、原料（Ａ）由来の蛋白質量の割合が、
５０質量％以下であり、
　前記均質化工程において、前記原料（Ａ）を１０～２０ＭＰａで均質化することを特徴
とする発酵乳の製造方法。
【請求項３】
　脂肪分を含む原料と、脱脂濃縮乳または脱脂粉乳とを含み、無脂肪乳固形分が５～２０
質量％である混合物を、前記原料（Ａ）として用いる、請求項１または２に記載の発酵乳
の製造方法。
【請求項４】
　発酵乳が静置型発酵乳である請求項１～３の何れか一項に記載の発酵乳の製造方法。
【請求項５】
　スターター（Ｄ）として乳酸菌スターターを用いる請求項１～４の何れか一項に記載の
発酵乳の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発酵乳及びその製造方法に関する。更に詳しくは、離水が少なく、組織が安
定し、しかも特別な原料や設備を使用しない乳酸菌発酵による低脂肪タイプの発酵乳とそ
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発酵乳は、牛乳等の獣乳を原料とし、乳酸菌あるいは酵母またはその両者により発酵さ
せたものである。近年、消費者の低脂肪志向から発酵乳においても低脂肪化製品の需要が
高まっている。しかし、低脂肪の発酵乳は、組織が不安定で保存中に離水を起こしやすい
。そのため、低脂肪の発酵乳では、離水を抑制するために安定剤等の添加物を使用するの
が一般的であった。
【０００３】
　また、特許文献１では、原料ミックス中の蛋白質含有量を高めることが行われている。
具体的には、透析濾過膜(Dia Filtration)や限外濾過膜(Ultra Filtration)による膜処理
で分離濃縮した乳タンパク質濃縮物と、この膜処理の透過液（パーミエート）から乳糖を
除去して得られる脱乳糖パーミエートを原料ミックスに混合している。
　また、特許文献２では、原料ミックスを超高圧のホモゲナイザーをかけることにより、
脂肪球を微細化することが行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３７５５８５５号公報
【特許文献２】特許第３１５５２４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の方法では、乳たんぱく濃縮物とパーミエートを得るために膜処理
が必要なため、コスト高を招く問題があった。また、風味や食感の点でも好ましくなかっ
た。また、特許文献２の方法では、超高圧ホモゲナイザーを使用するため多大な設備投資
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を必要とするといった問題があった。
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、離水が少ない組織が安定した発酵
乳を得ること、しかも、当該発酵乳を、特別な原料や設備を使用することなく製造するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、発酵乳の製造に用いる原料を、脂肪分を含む原料と、脂肪分を含まない
原料に分け、脂肪分を含む原料のみ均質化処理を行い、脂肪分を含まない原料は均質化処
理を行わないことで、低脂肪タイプの発酵乳において、発酵後の発酵乳の離水を抑制でき
ることを見出し、本発明を完成するに至った。
　すなわち、本発明は以下の構成を採用した。
【０００７】
［１］脂肪含量が２．０質量％以下の発酵乳を製造する方法であって、脂肪分を含む原料
（Ａ）と脂肪分を含まない原料（Ｂ）とを混合して混合原料（Ｃ）を得る混合工程と、混
合工程に先立ち、原料（Ａ）のみを均質化する均質化工程と、混合工程の後に、混合原料
（Ｃ）を殺菌する後殺菌工程と、後殺菌工程の後に、混合原料（Ｃ）にスターター（Ｄ）
を添加して脂肪含量が０．３質量％以上２．０質量％以下である酵原料（Ｅ）を得て、こ
れを発酵させる発酵工程を備え、前記原料（Ａ）の脂肪含量が０．６～９．２質量％であ
り、発酵原料（Ｅ）に含有される蛋白質量に占める、原料（Ａ）由来の蛋白質量の割合が
、５０質量％以下であり、前記均質化工程において、前記原料（Ａ）を１０～２０ＭＰａ
で均質化することを特徴とする発酵乳の製造方法。
【０００８】
［２］脂肪含量が２．０質量％以下の発酵乳を製造する方法であって、脂肪分を含む原料
（Ａ）と脂肪分を含まない原料（Ｂ）とを混合して混合原料（Ｃ）を得る混合工程と、混
合工程に先立ち、原料（Ａ）のみを均質化する均質化工程と、混合工程に先立ち、均質化
工程後の原料（Ａ）と、原料（Ｂ）を、各々殺菌する前殺菌工程と、混合工程後に、混合
原料（Ｃ）にスターター（Ｄ）を添加して脂肪含量が０．３質量％以上２．０質量％以下
である発酵原料（Ｅ）を得て、これを発酵させる発酵工程を備え、前記原料（Ａ）の脂肪
含量が０．６～９．２質量％であり、発酵原料（Ｅ）に含有される蛋白質量に占める、原
料（Ａ）由来の蛋白質量の割合が、５０質量％以下であり、前記均質化工程において、前
記原料（Ａ）を１０～２０ＭＰａで均質化することを特徴とする発酵乳の製造方法。
【０００９】
［３］脂肪分を含む原料と、脱脂濃縮乳または脱脂粉乳とを含み、無脂肪乳固形分が５～
２０質量％である混合物を、前記原料（Ａ）として用いる、［１］または［２］の何れか
一項に記載の発酵乳の製造方法。
［４］発酵乳が静置型発酵乳である［１］～［３］の何れか一項に記載の発酵乳の製造方
法。
［５］スターター（Ｄ）として乳酸菌スターターを用いる［１］～［４］の何れか一項に
記載の発酵乳の製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、脂肪含量が少なくても、離水が少なく、組織が安定した発酵乳が得ら
れる。しかも、離水が少なく、組織が安定した発酵乳を、特別な原料や設備を使用するこ
となく製造できるので、工業的生産に適している。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の好ましい実施形態について詳細に説明する。ただし、本発明は以下の好ましい
実施形態に限定されず、本発明の範囲内で自由に変更することができるものである。尚、
本明細書において百分率は特に断りのない限り質量による表示（質量％）である。
【００１２】
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［発酵乳］
　本発明における発酵乳は、静置型の発酵乳、撹拌型の発酵乳の何れでもよいが、離水の
抑制が特に求められる点で、静置型の発酵乳であることが好ましい。
　静置型発酵乳（後発酵タイプの発酵乳、セットヨーグルトとも呼ばれる。）とは、飲食
用の容器（小売り容器）に発酵原料を充填して発酵させた凝固状の発酵乳（ヨーグルト）
である。すなわち、飲食用の容器に発酵原料を充填してから発酵し、その後撹拌すること
なく市販に供する発酵乳（ヨーグルト）である。
　静置型の発酵乳の品種としては、少なくとも甘味料や香料が添加されていないプレーン
ヨーグルト、甘味料、香料、及び寒天、ゼラチン、ペクチン等の安定剤が添加されていな
いプレーンヨーグルト、並びに寒天、ゼラチン、ペクチン等の安定剤が添加されたハード
ヨーグルト等が挙げられる。
　撹拌型の発酵乳（前発酵タイプの発酵乳とも呼ばれる。）とは、発酵原料をタンク中で
予め発酵させ、その後飲食用の容器（小売り容器）に充填して市販に供する発酵乳（ヨー
グルト）である。
【００１３】
［発酵原料］
　本発明では、発酵乳の製造に用いる全原料（発酵原料）を、脂肪分を含む原料（Ａ）と
、脂肪分を含まない原料（Ｂ）とスターター（Ｄ）に分け、脂肪分を含む原料（Ａ）のみ
均質化した後に原料（Ａ）と原料（Ｂ）を混合して、混合原料（Ｃ）とする。
　そして、混合原料（Ｃ）にスターター（Ｄ）を加えて得られる発酵原料（Ｅ）を、発酵
させる。
【００１４】
　脂肪分を含む原料（Ａ）とは、均質化処理を行わずに発酵させると、表面にクリーム層
の分離を生じる原料をいう。また、脂肪分を含まない原料（Ｂ）とは、均質化処理を行わ
ずに発酵させても、表面にクリーム層の分離を生じない原料をいう。
　脂肪分を含む原料（Ａ）としては、生乳、部分脱脂乳、バター、植物性油脂、クリーム
、クリーミングパウダーなどが挙げられる。
　クリームは、生クリームであっても、植物油脂、乳化剤、安定剤などを用いて合成され
た合成クリームであってもよい。クリーミングパウダーは、生クリームを乾燥させたもの
でも、合成クリームを乾燥させたものでもよい。
【００１５】
　脂肪分を含む原料（Ａ）は、全体として、均質化処理を行わずに発酵させると、表面に
クリーム層の分離を生じる原料であればよい。したがって、脂肪分を含む原料（Ａ）には
、下記脂肪分を含まない原料（Ｂ）に該当する原料が含まれていてもよい。
　特に、バターやクリーム等に加えて、脱脂粉乳や脱脂濃縮乳等の無脂乳固形分を含む原
料を用いると、脂肪分の乳化を促進できるので好ましい。
　脂肪分を含む原料（Ａ）の無脂乳固形分濃度は、５～２０質量％とすることが好ましく
、５～１０質量％とすることがより好ましい。
　なお、無脂乳固形分とは、乳由来のタンパク質、乳糖、ミネラルを意味する。
【００１６】
　脂肪分を含まない原料（Ｂ）としては、脱脂濃縮乳、脱脂粉乳、脱脂粉乳溶解液等の無
脂乳固形分を含む原料の他に、ショ糖、澱粉、デキストリンなどが挙げられる。
　脂肪分を含まない原料（Ｂ）は、全体として、均質化処理を行わずに発酵させても、表
面にクリーム層の分離を生じない原料であればよい。したがって、クリーム層の分離を引
き起こさない程度の、若干の脂肪分を含んでいてもよい。
【００１７】
　発酵原料（Ｅ）は蛋白質を含む。発酵原料（Ｅ）に含有される蛋白質量（原料（Ａ）の
蛋白質量と原料（Ｂ）の蛋白質量と、スターター（Ｃ）の蛋白質量の合計量に等しい。）
に占める、原料（Ａ）由来の蛋白質量の割合は５０質量％以下であり、４０質量％以下で
あることが好ましく、３５質量％以下であることがより好ましく、２５質量％以下である
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ことが特に好ましい。また、２．５質量％以上であることが好ましい。
　原料（Ａ）由来の蛋白質量の割合が低いほど、本願発明の効果が顕著に得られる。一方
、原料（Ａ）由来の蛋白質量の割合が低すぎると、原料（Ａ）に含まれる無脂乳固形分が
不足し、脂肪分の乳化が阻害されやすい。
【００１８】
　発酵原料（Ｅ）の脂肪含量（原料（Ａ）に含まれる脂肪分量の発酵原料（Ｅ）量に占め
る割合に、ほぼ等しい。）は、０．３質量％以上２．０質量％以下であり、０．３質量％
以上２．０質量％未満であることがより好ましく、０．３質量％以上１．５質量％以下で
あることがさらに好ましく、０．３質量％以上１．４質量％以下であることが特に好まし
く、０．４質量％以上１．４質量％以下であることが最も好ましい。
　なお、脂肪含量が２質量％を超えるものでは、もともと離水しにくいことから、本発明
の効果が十分に発揮されない可能性がある。また、脂肪含量が０．３質量％未満の場合で
は、本発明の方法を以てしても、離水抑制が十分に期待されるには至らない恐れがある。
　すなわち、本発明において離水抑制の効果が発揮される発酵乳としては、部分脱脂ヨー
グルト（特に脂肪含量が０．５～２．０％に好適である。）や脱脂ヨーグルト（例えば脂
肪含量が０．５％以下）等の低脂肪タイプの発酵乳、なかでも低脂肪タイプの静置型発酵
乳において当該効果が特に享受されるのである。
　発酵原料（Ｅ）の無脂乳固形分濃度は、８～１５質量％とすることが好ましく、１０～
１３質量％とすることがより好ましい。
【００１９】
　発酵原料（Ｅ）には、寒天、ゼラチン、ペクチン等の増粘又は凝固作用を有する安定剤
が添加されていてもよい。当該安定剤が添加されることによって、本発明の発酵乳におけ
る離水抑制の効果（低離水性）は、さらに増加すると考えられるので好ましい。
　また、原料（Ａ）が合成クリーム又は合成クリームを乾燥させたクリーミングパウダー
を含む場合は、合成クリームの合成に用いられるレシチン等の安定剤を、発酵原料（Ｅ）
に含んでいてもよい。
【００２０】
［均質化工程］
　均質化工程では、原料（Ａ）のみを均質化する。原料（Ｂ）の均質化は行わない。
　均質化は、予め原料（Ａ）を加温し、当該加温した温度で行うことが好ましい。加温に
より、乳化が促進できる。
　加温は、６０～８５℃とすることが好ましい。
　均質圧は、１０～２０ＭＰａとすることが好ましい。２０ＭＰａ以下であれば、通常の
高圧ホモゲナイザーを使用できる。また、１０ＭＰａ以上であれば、原料（Ａ）を充分に
均質化できる。なお、超高圧ホモゲナイザーを使用し、２０ＭＰａを超える均質圧で均質
化してもよい。
【００２１】
［混合工程］
　混合工程では、予め均質化した原料（Ａ）と、均質化をしていない原料（Ｂ）とを混合
し、混合原料（Ｃ）を得る。
　混合工程は、後述の後殺菌工程前に行っても、前殺菌工程後に行ってもよい。
【００２２】
［殺菌工程］
　殺菌工程は、前殺菌工程でも後殺菌工程でもよい。
　前殺菌工程は、混合工程に先立ち、予め均質化した原料（Ａ）と、均質化をしていない
原料（Ｂ）とを、各々別個に殺菌する工程である。後殺菌工程は、混合工程後に、混合原
料（Ｃ）を殺菌する工程である。
　前殺菌工程、後殺菌工程共に、プレート式殺菌機、チューブラー式殺菌機、直接加熱式
殺菌機、ジャケット付きタンク等を用いることができる。殺菌条件は、８５～９５℃で１
～１５分間とすることが好ましい。
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【００２３】
［発酵工程］
　発酵工程では、混合原料（Ｃ）にスターター（Ｄ）を添加して発酵原料（Ｅ）を得て、
これを発酵させる。発酵工程は、混合工程と殺菌工程（前殺菌工程または後殺菌工程）の
双方が終了した後に行う。
　スターター（Ｄ）は、乳酸菌スターター、酵母が挙げられるが、乳酸菌スターターを用
いることが好ましい。乳酸菌スターターとしては、例えば、ラクトバチルス・ブルガリク
ス（L.bulgaricus）、ラクトコッカス・ラクチス(L.lactis)、ストレプトコッカス・サー
モフィラス(S.thermophilus)等のヨーグルト製造に通常用いられている乳酸菌スターター
が挙げられる。また、乳酸菌スターターを用いる場合、ビフィズス菌スターター、例えば
、ビフィドバクテリウム・ロンガム（B.longum）等を添加してもよい。また、市販の乳酸
菌スターターも用いることができる。
【００２４】
　乳酸菌スターターを用いる場合、混合原料（Ｃ）を、３５～４５℃に冷却してから、ス
ターター（Ｄ）を添加する。スターター（Ｄ）の添加量は、混合原料（Ｃ）に対して０．
４～２．５質量％であることが好ましい。
　発酵時は、当該スターター（Ｄ）の生育に好適な温度に保持する。好適な温度は、菌種
によって異なるが、上記で例示した乳酸菌であれば、３７～４０℃が好ましい。
　ｐＨが４．６～４．７に達した時点で発酵を終了させて、発酵乳を得ることができる。
スターター（Ｄ）の添加から発酵終了までに要する時間（発酵時間）は、通常４～６時間
である。
【００２５】
［低離水性］
　上記製造方法で得られる発酵乳は、離水が少なく、組織が安定した発酵乳であるという
特徴を有する。これは、発酵原料（Ｅ）に含まれる蛋白質の相当量を均質化しないことに
よって得られる効果であると考えられる。
　すなわち、均質化処理は、クリーム層分離抑制のため必須の工程ではあるものの、蛋白
質にとっては、必ずしも良い影響を与えていないと考えられる。つまり、均質化処理によ
り蛋白質の構造が一部破壊されると、ネットワークが弱められ、これが離水の原因になっ
ているものと推測される。
　本発明の発酵乳は離水が少ないことにより、外観や風味を保ちながら保存することが可
能である。
【実施例】
【００２６】
　次に実施例を示して本発明を更に詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定され
るものではない。以下の試験例において、％は、特に断りのない限り質量％を示す。
（１）発酵乳の調製
［原料］
　以下の試験例で用いた原料は下記のとおりである。
クリーム：
　森永乳業株式会社にて、生乳を遠心分離して製造した生クリーム。脂肪含量４５．５％
、蛋白質含量１．６％、無脂乳固形分４．５％。
脱脂濃縮乳：
　森永乳業株式会社にて、生乳を遠心分離して脱脂乳を調製し、これを減圧濃縮して製造
した脱脂濃縮乳。脂肪含量０．３％、蛋白質含量１２．４％、無脂乳固形分３４．６％。
脱脂粉乳：
　森永乳業株式会社にて、前記脱脂濃縮乳を噴霧乾燥して製造した脱脂粉乳。脂肪含量１
．０％、蛋白質含量３４．０％、無脂乳固形分９５．２％。
スターター：
　ラクトバチルス・ブルガリクス（L.bulgaricus）とストレプトコッカス・サーモフィラ
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ス（S.thermophilus）の混合培養物（乳酸菌スターター）。脂肪含量０．１％、蛋白質含
量４．１％、無脂乳固形分１０％
【００２７】
［原料（Ａ）の調製］
　表１に示す原料組成で、クリームと、脱脂粉乳を含み、残部が水である原料を混合して
７０℃まで加温し、均質圧１５ＭＰａで均質化処理を行った。均質化装置としては、三丸
機械工業(株)製ホモジナイザーを用いた。その後１０℃以下（０℃超）まで冷却して、表
１に示す各原料（Ａ）（Ａ－１～Ａ－６）を得た。
　表１に、原料組成から計算した各原料（Ａ）の脂肪含量、蛋白質含量、無脂乳固形分を
併せて示す。
【００２８】
【表１】

【００２９】
［発酵乳の製造］
　本発明の発酵乳の製造方法である下記の調製法Ｘにて、本発明の発酵乳を製造した。
（調製法Ｘ）
　表２に示す配合割合で、表１の原料（Ａ）、脱脂濃縮乳、水を混合し、無脂乳固形分１
０％の混合原料（Ｃ）を調製した。
　これらの混合原料（Ｃ）を、９０℃で１０分間殺菌し、３８℃まで冷却し、これにスタ
ーター（Ｄ）（乳酸菌スターター）を１．９％となるように添加して、発酵原料（Ｅ）を
調製した。
　この発酵原料（Ｅ）の１００ｇを直径７ｃｍ（底５．５ｃｍ）高さ５．５ｃｍの逆円錐
台状の紙カップに入れ、ｐＨが４．７になるまで３８℃で培養発酵し、１０℃の冷蔵庫に
て冷却し、試験試料１～１８の発酵乳を製造した。
【００３０】
　表２に、原料組成から計算した発酵原料（Ｅ）の脂肪含量、「均質化した蛋白質（％）
」を併せて示す。調製法Ｘの場合の「均質化した蛋白質（％）」は、発酵原料（Ｅ）全体
に含まれる蛋白質に占める、原料（Ａ）由来の蛋白質の割合である。
　例えば、試験試料１の蛋白質含量は、以下のようにして求めた値である。
発酵原料（Ｅ）１００ｇ中の原料（Ａ）由来の蛋白質
　　　＝２．７×０．０２１＝０．０５７ｇ
発酵原料（Ｅ）１００ｇ中の脱脂濃縮乳由来の蛋白質
　　　＝１２．４×０．２７９＝３．４６０ｇ
発酵原料（Ｅ）１００ｇ中のスターター由来の蛋白質
　　　＝４．１×０．０１９＝０．０７８ｇ
均質化した蛋白質（％）
　　　＝｛０．０５７／（０．０５７＋３．４６０＋０．０７８）｝×１００＝１６％
【００３１】
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【表２】

【００３２】
　また、従来の脂肪を含む原料と脂肪を含まない原料を分けずに均質化処理する方法であ
る下記の調製法Ｙにて、対照試料となる発酵乳を製造した。
（調製法Ｙ）
　表３に示す配合割合で、クリーム、脱脂濃縮乳、水を混合して無脂乳固形分１０％の混
合原料（Ｃ）を調製した。
　これらの混合原料を、７０℃まで加温し、均質圧１５ＭＰａで均質化処理を行った。均
質化装置としては、三丸機械工業（株）製ホモジナイザーを用いた。その後、９０℃で１
０分間殺菌し、３８℃まで冷却し、これにスターター（Ｄ）（乳酸菌スターター）を１．
９％となるように添加して、発酵原料（Ｅ）を得た。
　この発酵原料（Ｅ）の１００ｇを直径７ｃｍ（底５．５ｃｍ）高さ５．５ｃｍの逆円錐
台状の紙カップに入れ、ｐＨが４．７になるまで３８℃で培養発酵し、１０℃の冷蔵庫に
て冷却し、対照試料１～６の発酵乳を製造した。
【００３３】
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　表３に、原料組成から計算した各発酵乳の脂肪含量、「均質化した蛋白質（％）」を併
せて示す。調製法Ｙの場合の「均質化した蛋白質（％）」は、発酵原料全体に含まれる蛋
白質に占める、混合原料由来の蛋白質（クリーム及び脱脂濃縮乳由来の蛋白質）の割合で
ある。
　例えば、対照試料１の蛋白質含量は、以下のようにして求めた値である。
発酵原料（Ｅ）１００ｇ中のクリーム由来の蛋白質
　　　＝１．６×０．００４＝０．００６ｇ
発酵原料（Ｅ）１００ｇ中の脱脂濃縮乳由来の蛋白質
　　　＝１２．４×０．２８３＝３．５０９ｇ
発酵原料（Ｅ）１００ｇ中のスターター由来の蛋白質
　　　＝４．１×０．０１９＝０．０７８ｇ
均質化した蛋白質（％）
　　　＝{(0.006+3.509)/(0.006+3.509+0.078)}×100＝3.515/3.593×100＝９７．８％
【００３４】

【表３】

【００３５】
（２）評価
　各試料の発酵乳を、前記直径７ｃｍ（底５．５ｃｍ）高さ５．５ｃｍの紙カップのまま
１０℃で静置し、製造後７日目に表面に出てきた水の量（離水量）を測定し、下式（１）
に基づき離水率を求めた。結果を表４に示す。
離水率（％）
＝［紙カップあたりの離水量（ｇ）／紙カップに充填した発酵原料（Ｅ）（ｇ）］×100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
　また、各試験試料について、下式（２）に基づき、脂肪含量が同一である対照試料と比
較した離水の改善効果を、離水改善率として求めて表４に示した。
離水改善率（％）
＝１００－（試験試料の離水率／試験試料と脂肪含量が同一の対照試料の離水率）×100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
【００３６】
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【表４】

【００３７】
　本発明の方法で製造される発酵乳は、製造後７日目の離水率が、３．０％以下であるこ
とが好ましく、２．３％以下であることが特に好ましい。離水率が３．０％以下であれば
、外観上や風味に寄与する組織の安定性の点で好ましく、特に静置型発酵乳において好適
である。
　表４から明らかなとおり、本発明の製造方法によれば、脂肪含量が０．３～２．０％の
全範囲において７日目の離水率が３．０％以下であって、充分に組織が安定していた。こ
のことから、本発明の製造方法は、低脂肪の発酵乳の製造に好ましいこと、及び本発明の
製造方法によれば高品質の静置型発酵乳が得られることが確認できた。
　また、脂肪含量が１．５％以下、特に０．４％以上１．４％以下の範囲で、３０％以上
の高い離水改善率が見られた。このことから、本発明の製造方法は、特に脂肪含量が低い
発酵乳の製造に好ましいことが確認できた。
　なお、脂肪含量が１．４～２．０％の場合、対照試料の離水率も、３．０％以下である
が、これらの場合も、高い離水改善率が得られた。このことから、脂肪含量が１．４～２
．０％の場合にも、本発明によって、離水が一層少なく、さらに安定した発酵乳を得られ
ることがわかった。
　また、離水を抑制する効果は、均質化した蛋白質量（％）が低いほど高いことが確認さ
れた。特に、脂肪含量が０．４％以上１．４％以下の範囲で、かつ製造時に均質化した蛋
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制効果が発揮されることが判明した。
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